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Ⅲ 調査結果の総括 

１ 人権問題への関心度と具体的な問題との相関 

人権問題について、「関心がある」がある人は 17.1％、「多少関心がある」が 52.1％で、これを合わせ

た関心層は約７割（69.2％）を占め、多くの市民が人権問題に関心を持っている。 

関心層は、人権が尊重されていないと思うこと（問３）では、全ての項目で無関心層より高い割合と

なっており、特に、「女性の人権」（39.3％）、「障がい者の人権」（35.8％）、「犯罪被害者やその家族の人

権」（35.8％）、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権」（25.2％）、「高齢者の人権」（25.1％）、

「ヘイトスピーチによる人権侵害」（22.5％）「性的マイノリティの人権」（29.0％）は、無関心層より 10

ポイント以上高い。結婚や就職時の身元調査（問９）についても、関心層は『反対派』（51.5％）が無関

心層より 17.2ポイント高く、身近な人が、同和地区の出身者に差別的な発言、態度を示した場合の対応

（問 11）では、「差別をしてはいけないと注意し、お互いよく話し合う」と回答した人が 47.1％にのぼ

り、無関心層より 21.0ポイント高く、人権問題への関心の高さが、行動面の回答の傾向としても違いと

して示されている。 

 

個々の問題の具体的な差別や人権侵害の事例についても、関心層と無関心層における意識の違いが大

きなものが多く、日頃から関心を持つ人は、様々な問題について、より広く、深く問題意識を持つ傾向

が強い。 

具体的な例として、同和問題については、差別があるとする回答（問 10）は、特に「結婚の面」（36.5％）、

「社会における偏見意識」（33.0％）、「同和地区の家や土地の購入の面」（27.6％）、「インターネットへ

の書き込みなど」（23.9％）など、いずれも無関心層との差が 10ポイント以上高い。 

同和問題を解決する手法（問 12）も、関心層は無関心層を大きく上回る項目が多く、「小・中学校な

どの人権教育で、同和問題に関する正しい知識を教える」（48.7％）、「市民が、自ら差別や人権について

学ぶ」（35.5％）、「市民一人ひとりが、住所や出身地に関係なく活発に交流する」（30.9％）、「国や地方

自治体が、同和問題の解決に向けた教育・啓発活動や相談活動などの施策に効果的に取り組む」（29.0％）

などが、無関心層より 10ポイント以上高い。一方で、無関心層は、同和問題を解決する手法で「わざわ

ざとりあげないで、そっとしておく方がよい」（27.9％）が関心層より 8.8ポイント高くなっている。 

 

また、個々の問題について、関心層が無関心層より特に高い具体的な事例は以下のようなものがある。 

・高齢者に関する問題（問 15）は、「インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことな

どにより、生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」（46.2％・無関心

層＋10.9ポイント）が特に高い。 

・障がい者に関する問題（問 16）は、「障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと」（33.6％・

無関心層＋10.9ポイント）が特に高い。 

・外国人に関する問題（問 17）は、「外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、外国人が

地域社会に十分に受け入れられないこと」（21.7％・無関心層＋10.7ポイント）が特に高く、外国人

に対するヘイトスピーチの問題（問 18）も、「許されないことで、絶対にやめるべき」が 28.2％で、

無関心層（13.8％）の約２倍と高い。 

・ハンセン病の患者等に関する問題（問 20）は、「ハンセン病について正しく理解されておらず、誤

った認識や偏見があること」（40.0％・無関心層＋16.4 ポイント）、「悪意のある噂を流されたり差

別的な言動を受けること」（26.8％・無関心層＋13.0ポイント）が特に高い。 

・性的マイノリティに関する問題（問 23）は、「性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤

解や偏見があること」（36.7％・無関心層＋12.2ポイント）が特に高い。 
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・その他、インターネットに関する問題や北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する問題など

においても特に高い具体的な事例が確認されている。 

 

以上のように、関心層は、個々の問題において、具体的な事例について問題意識が高く、無関心層と

の差を示しているが、特に、知識や理解の不足からくる差別や偏見を問題視し、問題意識を強く持つ傾

向がある。日常的に、こうした問題点に関する情報等を見聞きして、関心を持つと同時に、理解を深め

ることの重要性を認識しているものとみられる。 

一方、関心層と無関心層で、問題認識に大きな差がないものとして、「女性に関する問題（問 13）」、

「子どもに関する問題（問 14）」、「働く人の人権に関する問題（問 29）」などがあり、これらの問題は、

より身近な問題として、関心度に関わらず、問題意識を持つ人が多いと考えられる。 

 

人権問題の課題の１つとして、知識不足や理解不足があり、人権に関する情報に接することで、理解

を深め、差別や人権に関する誤った認識を改めるきっかけへとつなげることが重要であると考えられる。 

また、関心層と無関心層では、問題に対する認識、意識の違いとともに、行動面でも積極性に差が見

られ、関心層は問題に対して誤りを正すなど改善に向けて動く答えを選ぶ傾向にあるのに対し、無関心

層は、消極的な答えを選ぶ傾向が見受けられる。多くの人が関心層となることで、こうした消極的な姿

勢も改善されることが期待される。 
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下表は、人権問題に関する関心度（問４）と、人権に関する各質問の間での相関性の高い項目（上位

10項目）であるが、このうち、相関性が認められるものとしては、福岡市で行われた講演会や講座で参

加したもの（問 35）のうち、「市民センターでの講演会・人権講座・研修会」（相関係数 0.3183）、同じ

く「人権啓発センターが開催する講座・講演会・研修会」（0.2609）の相関性が高く、関心度が高い人は、

こうした講演会等への参加に積極的な姿勢と相関性がある。このほか、「福岡市人権啓発センター(ココ

ロンセンター)の認知度（問 32）」（相関係数 0.2156）、「同和地区出身者への差別発言、態度に対する行

動（問 11 ア）」（相関係数 0.2072）なども、やや相関性は高く、関心度が高い人はポジティブな回答と

なる傾向と考えられる。 

 

図表Ⅲ－１ 問４「人権問題関心度」の相関係数上位 10項目 

質問（SA）・選択肢（MA)＊ 対象内容 
問４ 人権問題関心度 

相関係数 

問 35  福岡市で行われた講演会や講座で参加し

たもの（MA) 

市民センターでの講演会・人権講座・研修

会 
0.3183 

問 35  福岡市で行われた講演会や講座で参加し

たもの（MA) 

人権啓発センターが開催する講座・講演

会・研修会 
0.2609 

問 32 「福岡市人権啓発センター(ココロンセンタ

ー)」認知度（SA) 
ポジティブ回答ほどプラスに影響 0.2156 

問 11・ア 同和地区出身者への差別発言、態度に

対する行動（SA) 
ポジティブ回答ほどプラスに影響 0.2072 

問 33 福岡市の過去 5 年間啓発活動接触状況

（MA) 
人権尊重作品（標語・ポスター・作文） 0.1933 

問 33 福岡市の過去 5 年間啓発活動接触状況

（MA) 

市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集な

ど） 
0.1744 

問 34 福岡市の人権問題講演会や講座参加経験

（SA) 
ポジティブ回答ほどプラスに影響 0.1718 

問 31  人権問題の教育・啓発に関する情報入手経

路（MA) 
講演会、研修会 0.1680 

問 37  必要な啓発活動（MA) 
公民館・市民センターなど、地域での講演

会・人権講座・研修会 
0.1638 

問 31  人権問題の教育・啓発に関する情報入手経

路（MA) 
ポスター 0.1572 

*「SA」は単一回答の設問、「MA」は複数回答設問の該当選択肢 

※相関係数：２つのデータがどれだけ関連性があるのかを示す係数で、−１～＋１の間の数値となる 

関連性が強ければ１に近づき、低ければ０に近づく。概ね 0.2以上で相関性があると考えられる 

 

このほか、「自身が差別を受けた、または人権を侵害されたと感じた経験（問７）」の各事例のいずれ

かで「ある」と回答した人は、関心層の割合（78.6％）が「ない」と回答した人より 11.5ポイント高く、

自身の経験から関心度の高さに至ったとみられる面もあるが、人権に関する関心度（問４）と同設問と

の相関性は認められず、自身の経験に関わらず、多くの人が、様々な情報に接するなどのきっかけによ

って関心を持つようになる人も多いと考えられる。 
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２ 効果的な啓発手法について 

福岡市では、様々な人権教育・啓発を行っているが、市民の人権問題に関する情報の入手経路（問 31）

は、「市政だより」（38.3％）、「インターネット上のニュースサイトや記事」（38.2％）、「テレビ」（34.0％）、

「新聞」（20.9％）などが多く、令和４年度と比較すると、「市政だより」は 1.8 ポイント、「ＳＮＳ」

（17.2％）は 3.6ポイント増加しているが、「テレビ」は 14.4ポイント減少、「新聞」は 9.3ポイント減

少、「インターネット上のニュースサイトや記事」は 6.4 ポイント減少など、情報入手経路は大きく変

化している。 

50 代以下では「インターネット上のニュースサイトや記事」、30 代以下では「ＳＮＳ」などが多く、

18～29歳の若年層では、「ＳＮＳ」（47.8％）が「インターネット上のニュースサイトや記事」と同率で

最も多く、30 代では「インターネット上のニュースサイトや記事」（44.8％）が最も多いのに対し、60

代以上では「市政だより」、「新聞」、70 代以上では「テレビ」が他の年代に比べて多く、年齢により情

報入手経路は大きく異なる。依然として 60代以上では、「市政だより」が最も多い入手先で、「市政だよ

り」の全体値が令和４年度から増えたのは、60代以上が多く利用しているためと考えられる。 

一方で、30代以下の若年層は、インターネットやＳＮＳからの情報入手が多いが、福岡市の過去５年

間の啓発活動として見聞きしたもの（問 33）では、「ＳＮＳや動画投稿サイト（YouTubeなど）、インタ

ーネット広告」は 18～29歳では 18.4％、30代では 9.0％にとどまり、18～29歳は「人権尊重作品（標

語・ポスター・作文）」（25.0％）、30代では「市政だより」（29.7％）が最も多い。いずれも「特に見た

り、聞いたりしたものはない」（18～29歳：48.5％、30代：47.6％）が最も多く、特に男性の 18～29歳

では「特に見たり、聞いたりしたものはない」が 62.7％にのぼる。若年層は、情報入手経路としてＳＮ

Ｓが重要であるものの、様々な情報があふれるＳＮＳで、人権に関する啓発情報をいかにみてもらうか

が課題となる。 

このほか、福岡市内で開催された人権問題に関する講演会や講座への参加経験（問 34）がある割合は

8.5％で令和４年度から変化はなく、「講演会や講座が開催されていたことを知らない」（57.8％）が 6.3

ポイント増加しており、具体的な人権啓発に関する取組みの情報発信を充実していく必要がある。 

 

啓発情報の伝え方として、60代以上は、依然として「市政だより」の持つ役割は大きいが、50代以下

のインターネットを活用している世代が、今後 60 代になった際も、現状であまりみられていない「市

政だより」を、現在の 60 代以上のように情報入手経路として活用するかどうかについては、今後注視

していく必要がある。 

情報の入手先が大きく変化する中で、人権問題に関する啓発情報を、より多くの人に届くように、そ

れぞれの属性の情報入手経路に合った内容や手段で発信していくことが重要であるとともに、特に若年

層に対しては、ＳＮＳ等を活用し、その内容について、より目に留まり、関心を引くようなものに工夫

するなど、多くの情報の中から選択される取組みを強化していくことが重要といえる。 

 

一方、人権問題への関心層と無関心層の情報の入手経路をみると、いずれの経路も関心層が高くなっ

ており、日常的に様々な情報に接している状況がうかがえるが、無関心層が関心層と比較して特に低い

のは、「市政だより」（27.6％・関心層-14.5 ポイント）、「インターネット上のニュースサイトや記事」

（27.9％・関心層-14.8ポイント）、「新聞」（12.9％・関心層-10.1ポイント）などとなっており、情報

入手の上位経路においても、無関心層はあまり利用されていない。 

無関心層に対する情報発信のあり方については、無関心層の属性などを見極めながら、効果的な発信

を行うことが重要となる。18～29歳の若年層は、啓発関連の情報への接触度は低いものの、関心層の割

合は 50代に次ぐ多さで、むしろ関心度は高い。一方で、30代になると関心層の割合が減少し、40代で

回復する状況となっており、30代で無関心層の割合が増える要因なども考慮しながら、無関心層に届く

情報発信を検討していく必要がある。無関心層は、能動的に情報に接触する人は少ないと考えられるが、



159 

市
政
だ
よ
り
の
人
権
啓
発
記
事

（
コ
ラ

ム
や
特
集
な
ど

）

市
政
だ
よ
り
1
2
月
１
日
号
と
同
時
配

布
の
広
報
紙

「
考
え
よ
う
み
ん
な
の
人

権

」

人
権
啓
発
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ

人
権
啓
発
用
音
源

「
こ
こ
ろ
の
オ
ル

ゴ
ー
ル

」

人
権
啓
発
広
報
紙

（
コ
コ
ロ
ン
セ
ン

タ
ー
だ
よ
り
な
ど

）

人
権
尊
重
作
品

（
標
語
・
ポ
ス
タ
ー
・

作
文

）

人
権
尊
重
週
間

（
1
2
月
４
日
か
ら

1
2
月
1
0
日

）
の
各
区
で
の
講
演
会

（
市
民
の
集
い
な
ど

）

ハ
ー
ト
フ
ル
フ
ェ
ス
タ
福
岡

人
権
問
題
に
関
す
る
啓
発
Ｄ
Ｖ
Ｄ

、
図

書
な
ど
の
貸
し
出
し

デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
や
掲
示
物

（
ポ

ス
タ
ー
・
横
断
幕
な
ど

）

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
動
画
投
稿
サ
イ
ト

（
Y
o
u
T
u
b
e
な
ど

）
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告

福
岡
市
や
福
岡
市
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

そ
の
他

見
た
り

、
聞
い
た
り
し
た
も
の
は
な
い

市政だより 0.5623 0.3085 0.1996 0.0457 0.1309 0.2059 0.1581 0.1173 0.0237 0.0180 -0.0460 0.1147 -0.0152 -0.4078

新聞 0.2637 0.2440 0.1186 0.0199 0.0774 0.0920 0.0771 0.0768 0.0002 0.0314 -0.0486 -0.0029 0.0327 -0.2000

広報紙、ちらし 0.2641 0.2000 0.1429 -0.0105 0.1628 0.1551 0.1333 0.0792 -0.0149 0.0792 0.0322 0.0998 -0.0429 -0.1847

ポスター 0.1224 0.1186 0.1834 0.0183 0.1286 0.1803 0.0718 0.0612 0.0330 0.0902 0.1373 0.1029 -0.0321 -0.1504

ラジオ 0.0655 0.1228 0.0852 0.0947 0.0977 0.0976 0.1023 0.0601 -0.0109 0.0134 0.0328 0.0489 0.0665 -0.1016

テレビ 0.0934 0.1133 0.2311 -0.0185 0.0087 0.0849 0.0242 0.0102 -0.0410 0.0493 0.0462 -0.0122 -0.0372 -0.1606

インターネット上のニュースサイトや記事 0.0215 -0.0295 0.0835 0.0117 0.0050 0.0674 -0.0501 0.0252 -0.0149 0.0710 0.2343 0.1057 -0.0312 -0.0908

ＳＮＳ -0.1027 -0.0614 -0.0657 0.0381 -0.0170 -0.0022 -0.0416 -0.0091 0.0148 0.0691 0.2194 0.0742 -0.0539 0.0420

ホームページ 0.0548 0.0466 0.0016 0.0807 0.1121 0.0741 -0.0077 0.0465 0.0035 0.0659 0.1260 0.2179 -0.0233 -0.0435

講演会、研修会 0.1414 0.1683 0.1397 0.0424 0.1319 0.2458 0.2401 0.0946 0.1614 0.0946 0.0076 0.1166 0.0058 -0.1677

その他 0.0059 0.0791 0.0131 0.1244 0.0646 0.0776 0.1125 0.0382 0.1848 0.0382 0.0104 -0.0165 0.0656 -0.0335

特にない -0.2892 -0.1844 -0.1824 -0.0506 -0.0775 -0.1762 -0.0890 -0.0910 -0.0688 -0.0718 -0.1362 -0.0831 0.0438 0.3791

網掛けは±0.2以上

そうした層に目に留めてもらえる情報発信のあり方を検討する必要がある。同時に、関心度の高い 18～

29歳の若年層に、確実に情報が伝わるように、情報の内容や手段を工夫しながら、関心度の高さをさら

に深められるよう、後押ししていくことが重要である。 

 

下表は、人権問題に関する情報の入手経路（問 31）と過去５年間の啓発活動として見聞きしたもの（問

33）の相関係数で、それぞれの入手経路と啓発活動の相関性は高いが、「市政だより」「新聞」「広報誌、

ちらし」はそれぞれの間での相関性も高く、相関係数で見ても同様の傾向がある。前述の通り、若年層

はインターネットやＳＮＳでの情報収集を行うものの、各啓発活動のインターネットやＳＮＳの値は低

く、情報が十分に届いていない状況となっており、若年層が活用するインターネットやＳＮＳで、いか

に人権問題に関する啓発情報に接触してもらうかが重要であり、興味・関心を引く内容となるよう工夫

していく必要がある。 

 

図表Ⅲ－１ 問 31「情報入手経路」と問 33「見聞きした啓発活動」相関係数 
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３ 調査結果まとめ 

●人権が尊重されている社会だと思うか（問２） 

『肯定派』（60.6％）が、『否定派』（18.1％）を大きく上回り、令和４年度の『肯定派』（55.9％）か

らも増加するなど、過去の調査結果と比較すると、『肯定派』は最も高く、『否定派』は最も低く、市民

の人権に対する意識は肯定的にとらえる人が増えている。 

50 代・60 代で『肯定派』の割合が男女の差が 20 ポイント以上あり（男性 50 代 75.0％・女性 50 代

53.2％、男性 60代 73.5％・女性 60代 41.7％）、女性の方が男性よりも『肯定派』が少ない。女性の方

が、人権に関する問題があると認識する人が多い傾向がうかがえる。 

 

●尊重されていないと思う人権問題（問３） 

人権が尊重されていないと思う人権問題は、「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害」

（57.7％）が最も多く、身近で、普段から目にすることの多いインターネットやＳＮＳで、差別的表現

などに触れて、人権が尊重されていない社会であると感じる人が多いとみられる。 

このほか、「働く人の人権（パワーハラスメントや長時間労働など）」（48.4％）、「女性の人権」（35.7％）、

「障がい者の人権」（33.0％）などは、ポイント自体は令和４年度より減少しているものの、依然として

尊重されていないと認識している人が多く、新たな選択肢の「ヘイトスピーチによる人権侵害」（20.3％）

も、一定割合の人が問題と感じていることがうかがえる。 

 

●人権問題への関心（問４） 

『関心派』（69.2％）が『無関心派』（27.5％）を大きく上回り、令和４年度から『関心派』は 3.6ポ

イント増加しているものの、『無関心派』も 2.8ポイント増加している。 

性・年代による差が顕著で、女性は『関心派』が７割前後の年代が多いが、女性 30代（62.8％）はや

や低く、男性も 30代（55.4％）と特に低い。一方で、男性 40～60代では、より関心度の強い「関心が

ある」割合が２割を超えて（40代・25.0％、50代・22.8％、60代・23.0％）女性より高い。 

男性の 18～29歳は、令和４年度は『関心派』が５割未満（48.9％）で低かったが、今回は『関心派』

が７割近く（66.7％）となり、男女差（女性 18～29歳・74.4％）も縮小している。 

一方、『無関心派』は、男女とも 30代で多く、女性は 33.7％、男性は 44.6％にのぼり、この世代特有

の状況があると考えられるが、仕事や子育てなど日常のことに追われ、社会で起きているさまざまな課

題に関心を向けることが困難となっている人がいることも要因の一つとして考えられる。 

 

●関心を寄せる人権問題（問５） 

「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害」（48.5％）、「働く人の人権（パワーハラスメント

や長時間労働など）」（46.6％）、「女性に関する問題」（38.9％）など、人権が尊重されていないと思うも

の（問３）と同様の傾向となっている。 

「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害」は、過去の調査から増加が続いていたが、令和

４年度（52.9％）からは減少した。このほか、上位項目では令和４年度から減少したものが多い中で、

「外国人に関する問題」（28.3％）は、令和４年度から 7.5ポイントと最も多くなった項目であり、関心

の状況が変わっていっていることがうかがえる。 

女性の 40 代以下などで「女性に関する問題」が６割前後で特に多いほか、女性の 30 代・40 代では

「子どもに関する問題」（各 50.0％）も多い。これに対し、男性 30代・40代で「外国人に関する問題」

（各 38.5％）が多い。その他にも、女性 60代以上、男性 80 歳以上では「高齢者に関する問題」など、

自身も関係のある高齢者問題への関心度が高い。 

 

●差別や人権侵害の経験（問６） 
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過去 5 年間の差別や人権侵害の経験は、「ある」（12.2％）、「ない」（67.6％）となっており、「ある」

は令和４年度（14.9％）からやや減少した。 

人権が尊重されている社会だと思うか（問２）で、肯定的にとらえる人が増えていることからも、差

別や人権侵害の問題は、徐々に改善に向かっているとみられる一方で、「ある」と答えた人は、性・年代

別の差が顕著で、女性は全体的に「ある」と回答した人が多く、特に 40代で「ある」（23.5％）が 30代

（10.5％）から急増し、60代にかけて徐々に低下するものの、高い水準で推移する。 

また、「わからない」（全体・16.9％、女性・17.8％、男性・14.8％）も一定の割合を示しており、明

確に否定できない経験が含まれている可能性がある。 

 

●差別や人権侵害分野・内容と場所（問７①、②） 

差別や人権侵害を受けた分野は、「年齢」（31.0％）、「学歴・出身校・職業」（28.3％）、「収入・財産」

（25.5％）、「性別」（24.8％）などが上位となっている。 

分野、場所は、性別による違いが顕著で、女性は「職場・企業」で「性別」の差別や人権侵害を受け

た割合（22.3％）が男性より 19.8ポイント高いほか、「職場・企業」で「年齢」の差別や人権侵害を受

けた割合（25.5％）が男性より 10.5ポイント高く、女性にとって、仕事の場は差別や人権侵害による問

題を受けやすい状況がうかがえる。男性は「職場・企業」で「学歴・出身校・職業」の差別や人権侵害

を受けた割合（30.0％）が女性より 14.0ポイント、「職場・企業」で「容姿」の差別や人権侵害を受け

た割合（20.0％）が女性より 12.6ポイント高くなっている。 

差別を受けた「場所」は、「年齢」、「学歴・出身校・職業」、「収入・財産」、「性別」はいずれも「職場・

企業」が最も多く、仕事の場でさまざまな分野の差別や人権侵害を受ける人が少なくない。このほか「収

入・財産」、「性別」は「家庭」もやや多くなっている。 

 

差別や人権侵害の内容は、「不平等または不利益な扱い」（57.9％）が最も多く、受けた場所として「職

場・企業」が多い。このほか、内容として「名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりしたこと」

（41.4％）、「嫌がらせ、いじめ、かげ口、仲間外れ、無視」（37.9％）、「セクシュアルハラスメント（性

的嫌がらせ）、パワーハラスメント（職務上の地位などを背景にした嫌がらせ）」（35.9％）なども多く、

これらすべての内容の場所は、「職場・企業」が最も多い。 

男性は「名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりしたこと」（45.0％）が女性より 28.0ポイン

ト、「セクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ）、パワーハラスメント（職務上の地位などを背景にし

た嫌がらせ）」（37.5％）が女性より 12.0ポイント高いなど、男性の「職場・企業」における差別や人権

侵害の問題が浮き彫りとなっている。 

 

分野・内容ともに「職場・企業」が、多くの差別や人権侵害が発生する場となっているが、場所によ

って、差別や人権侵害を受ける人や内容が異なり、人権問題が複雑化、多様化する状況がうかがえる。

今後はさらに行政と企業等が連携するなど、場所や分野・内容に応じた啓発を効果的に行っていくこと

が求められる。 

 

●差別や人権侵害の問題に自分だけで解決できない場合の対処方法（問８） 

「家族や親戚に相談する」（57.0％）、「友人や知人に相談する」（39.7％）、「市役所や区役所の相談窓

口（市民相談室など）に相談する」（20.1％）が主な対処方法で、身近な人への相談が多くなっている。 

令和４年度から「家族や親戚に相談する」が 4.6 ポイント、「友人や知人に相談する」が２.0 ポイン

ト増加するなど、身近な人への相談は増加傾向にあるのに対し、「市の専門機関（人権啓発センター・男

女共同参画推進センターアミカス・こども総合相談センター えがお館など）に相談する」（17.6％）が

2.9ポイント増加したものの、「市役所や区役所の相談窓口（市民相談室など）に相談する」、「弁護士に

相談する」（15.1％）などは前回と同程度となっている。 
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女性は、「家族や親戚に相談する」（65.3％）が男性より 19.2 ポイント、「友人や知人に相談する」

（44.7％）が男性より 12.1 ポイント高く、女性は身近な人に相談する傾向が強い。男性は、18～29 歳

では「家族や親戚に相談する」（70.6％）、「友人や知人に相談する」（54.9％）が多いが、男性 60代以上

では「市役所や区役所の相談窓口（市民相談室など）に相談する」（60代・33.3％、70代・33.7％、80

代・39.5％）など、公的機関に相談する人が多い傾向がみられる。 

身近な人に相談する人が増える中で、福岡市の相談窓口等の周知拡大と、利用しやすい環境づくりを

進めていくことが重要といえる。 

 

●身元調査についての考え方（問９） 

『反対派』（47.1％）が『容認派』（33.8％）を上回っているが、『容認派』が一定割合を占めている。

令和４年度から「わからない」が追加され、『反対派』、『容認派』ともに平成 29年度から減少していた

が、今回『反対派』、『容認派』ともに令和４年度からわずかながら増加した。 

『反対派』が絶対的な多数派ではない状況が続いており、『容認派』は男女とも 30代が最も多く、男

性 30代では過半数（55.4％）を占める多数派となっている。男女とも 30代だけが異なる回答傾向だが、

結婚時などの身元調査は、自身が調査される側の場合と、相手、他者に調査する側で、反対か容認かの

判断が分かれる可能性も考えられる。 

 

●同和問題が今もあるもの（問 10） 

『差別はある』とするものは、「結婚の面」（31.8％）、「社会における偏見意識」（28.7％）、「同和地区

の家や土地の購入の面」（24.5％）などは、依然として差別が存在すると認識する人が多い。 

令和４年度と比較すると、「結婚の面」（31.8％）は 6.1ポイントで減少し、最も高かった平成７年度

の 69.0％から半減以下の 37.2ポイント減となっている。このほか、「社会における偏見意識」（28.7％）

が 8.2ポイント減、「生活環境面」（15.0％）が 4.7ポイント減、「就職の面」（18.0％）が 4.2ポイント

減、「同和地区の家や土地の購入の面」（24.5％）が 3.8 ポイント減など、概ね減少傾向となっている。 

また、「結婚の面」は、女性 30 代（24.4％）や男性 40 代以下（18～29 歳・25.5％、30 代・25.0％、

40 代・25.0％）では『差別はある』は３割以下で少ないが、女性 50 代～70 代、男性 50 代、60 代では

『差別はある』が４割近くと高い。 

全体として『差別はある』は減少傾向ではあるものの、引き続き啓発活動を続けていく必要がある。 

 

●同和問題に関する考え方 

差別的な発言や態度に対しては、「差別をしてはいけないと注意し、お互いよく話し合う」（40.9％）

が多いが、「何も言わないでそのままにしておく」（18.7％）、「同和問題には、かかわらない方がいいと

言う」（10.5％）と、関わりを避ける層も、令和４年度からやや減少したものの依然として一定割合みら

れる。 

 

結婚については、「家族を説得し、二人の意志を貫いて結婚すればよいと言う」（38.8％）が最も多く、

令和４年度から 2.7ポイント減少するなど、平成 29年度以降やや減少傾向にあるが、「家族の考えに関

わらず結婚すればよいと言う」（21.8％）は令和４年度から 2.8ポイント増加するなど、平成 24年度以

降増加傾向にあり、設問全体では肯定的にとらえる人が多い。これに対し、「家族の強い反対があるのだ

から、慎重に考えてはどうかと言う」（13.8％）は令和４年度から 2.1ポイント減少している。 

  

不動産の契約については、実際に探す状況にない人が多いためか、「わからない」（40.9％）が多いも

のの、「そのまま契約を行う」（25.5％）、「契約を取りやめ、別の不動産を探す」（26.9％）はほぼ同率で

分かれている。令和４年度から「そのまま契約を行う」は微増したが、調査開始以降ほぼ同じ傾向が続

いている。 
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いずれの設問でも、若年層で肯定的・支援的な対応を選択する傾向が強い一方、年代が上がるにつれ

てこれらの割合が低下する傾向がみられる。 

 

●同和問題解決への望ましい方向性（問 12） 

「小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する正しい知識を教える」（43.2％）が最も多いが、令

和４年度から 3.0 ポイント減少した。このほか、「市民が、自ら差別や人権について学ぶ」（30.9％）、

「市民一人ひとりが、住所や出身地に関係なく活発に交流する」（27.1％）などが多いものの、概ね令和

４年度と同水準となっている。 

また、「わざわざとりあげないで、そっとしておく方がよい」は男性 18～29 歳（35.3％）、80 歳以上

（34.2％）で相対的に高く、消極的な傾向がうかがえる。 

学校教育の重要性が認識されているが、学校を卒業した人にも、啓発を継続していくことが重要とな

る。 

 

●女性に関する問題（問 13） 

「家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みの未整備であること」（36.7％）、「子ども

の養育費の不払いなどにより、離婚後の女性が貧困に陥りやすいこと」（32.7％）、「性犯罪や性暴力の被

害を受けること」（29.3％）など、どの問題も一定の割合を示しており、女性に関してさまざまなことが

問題と考えられていることがわかる。 

女性 18～29歳は「職場や学校などでセクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ）やマタニティハラス

メント（妊娠・出産等を理由とする不利益な取り扱い）があること」（31.7％）、30代は「家事・育児や

介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが未整備であること」（51.2％）、40 代は「「男は仕事、女

は家庭」といった男女の固定的な役割分担意識を他人に押しつけること」（33.0％）などが、他の年代と

比較して多い。 

「様々な意思決定や方針決定の場での女性の参画率が低いこと」（14.2％）は、令和４年度から 10.5

ポイント減、「職場や学校などにおけるセクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ）やマタニティハラス

メント（妊娠・出産等を理由とする不利益な取り扱い）」（17.2％）は 9.2ポイント減など、令和４年度

から減少した項目が多い中で、「女性に対するストーカー行為（つきまとい行為）、痴漢行為を受けるこ

と」（20.3％）は微増（＋0.9ポイント）している。 

多くの問題は、徐々に減少傾向にあるものの、引き続き施策を進めていくことが重要であるが、今回

からの選択肢に加えた「子どもの養育費の不払いなどにより、離婚後の女性が貧困に陥りやすいこと」、

「性犯罪や性暴力の被害を受けること」が上位３項目に入り、女性問題は、社会情勢などもみながら、

幅広い視点で支援のあり方を検討していくことが求められる。 

 

●子どもに関する問題（問 14） 

「いじめや無視、嫌がらせ（インターネットやＳＮＳ上の書き込みも含む）などを受けること」（56.6％）

が最も多く、令和４年度から 4.3 ポイント増加し、平成 29 年度以降、高い水準のまま増加傾向が続い

ている。 

「保護者などから、虐待（身体的、心理的、性的）や育児放棄されること」（39.0％）は、令和４年度

から 5.9ポイント減少したものの、依然として高い水準であり、引き続き注視していく必要がある。 

令和４年度から減少した項目が多い中で、「いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬ

ふりをすること」（25.8％）、「ヤングケアラーにかかる問題」（17.0％）は、それぞれ 1.0ポイント増加

している。 

女性 18～29歳は「学校や就職先の選択など子どもの意見について、大人がその意見を無視したり、大

人の考えを押しつけたりすること」（28.0％）、男性 18～29 歳・40 代では「いじめをしている人や、い

じめられている人を見て見ぬふりをすること」（18～29歳・41.2％、40代・42.9％）が他の年代と比較
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して多い。 

いじめの問題は、見て見ぬふりを含め、問題として認識する人は多く、ＳＮＳ等での書き込みなど、

より複雑化している面もあり、学校だけでなく、地域や家庭、関係機関と連携した対応が求められる。 

 

●高齢者に関する問題（問 15） 

「インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことなどにより、生活に必要な情報がひと

り暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」（43.5％）が最も多く、令和４年度から 3.4ポイント増加

するなど、平成 29年度以降増加が続き、４割を超えて突出している。 

このほか、「詐欺や悪徳商法などの財産侵害の被害を受けやすいこと」（24.6％）、「道路・建物・交通

機関の段差や階段など外出先での不便が多いこと」（22.6％）なども多い。 

また、「インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことなどにより、生活に必要な情報

がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」は、女性の 60 代以上で特に多いが、男性の同年

代との差があり（女性 60 代・51.3％、男性 60 代・43.7％、女性 70 代・46.2％、男性 70 代・33.7％、

女性 80歳以上・58.5％、男性 80歳以上・39.5％）、インターネットを通じた情報収集の面で、女性高齢

者の不安がより大きい状況がうかがえる。 

 

●障がい者に関する問題（問 16） 

「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」（31.8％）が最も多いが、令和４年度から 3.2ポイ

ント減少した。このほか、「障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと」（30.8％）、「差別的な言

動を受けること」（29.3％）、「道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこと」（28.8％）

などが多い。 

女性 60 代、70 代は「道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこと」（女性 60

代・39.1％、女性 70代・39.6％）が多く、外出時の不安を持つ人が多いのに対し、男性 60代は「働け

る場所や能力を発揮する機会が少ないこと」（43.7％）が多く、引き続きバリアフリーのまちづくりや就

労支援など、一人ひとりのニーズに寄り添って取り組んでいく必要がある。 

 

●外国人に関する問題（問 17） 

今回から選択肢となった「外国人ということで個人としてではなく、ひとくくりに固定的なイメージ

を持たれること」（32.2％）が最も多く、固定的なイメージを持つことが問題であると、多くの人が認識

していることがうかがえる。 

令和４年度最も多かった「日本語が不自由な外国人が、保健、医療、防災、教育などの生活に必要な

情報を十分に手に入れることができないこと」（18.3％）は、令和４年度から 12.3ポイント減と大きく

減少しており、外国語対応や翻訳技術の進展等による状況の改善が考えられるが、同じく２番目に多か

った「外国人が就職・職場で不利な扱いや搾取を受けること」（15.8％）も 10.1ポイント減少と、今回

最も多かった固定的なイメージを持たれることへの関心が高まった影響か、そのほかの問題を含め大き

く減少したものが多くなっている。 

女性 18～29 歳では「外国人ということで個人としてではなく、ひとくくりに固定的なイメージを持

たれること」（41.5％）が４割を超えるほか、割合としては低いが「国籍・民族・人種の違いを理由に、

結婚を周囲に反対されること」（13.4％）が全体平均を 7.7ポイント上回っており、外国人であることを

理由とした差別や人権侵害に対する問題意識が強い傾向がみられる。 

 

●外国人に対するヘイトスピーチについて（問 18） 

「不適切であり、好ましくない」（33.8％）、「許されないことで、絶対にやめるべき」（24.3％）と、

厳しい目でみる人は多いが、「一概に悪いとは言えない」（10.9％）、「いろいろな考え方、受け止め方が

あるので、特段問題ない」（6.1％）、「ヘイトスピーチをされる側に問題がある」（3.5％）など、一部で
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容認するような考えを持つ人もみられる。 

男女とも 18～29歳で「一概に悪いとは言えない」（女性・19.5％、男性・21.6％）が、どの年代より

も高い。女性 18～29 歳は、前問では外国人であることを理由とした固定的なイメージや結婚の障壁に

対して、より問題意識を持つ傾向がみられたが、ヘイトスピーチに対しては一部容認する人もおり、一

律的に判断できないという人も一定割合いることがうかがえる。 

 

●感染症等の患者等に関する問題（問 19） 

「感染症について正しく理解されておらず、誤った認識や偏見があること」が（42.9％）最も多く、

令和４年度から 4.5ポイント増加するなど、平成 29年度以降改善はみられず、「感染者やその家族等が

悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること（インターネット上での誹謗中傷含む）」（28.2％）、

「職場や学校で不利な扱いを受けること」（20.0％）なども、令和４年度からやや増加している。 

男性 18～29歳は「家族や親戚・友人等からつきあいを拒絶されること」（29.4％）、「結婚拒否や離婚

を迫られること」（25.5％）が他の性・年代と比較して多く、人との交流の面で問題があると考える傾向

がみられる。 

このほか、「わからない」（18.4％）も一定割合みられ、問題への関心の低下が懸念される。 

 

●ハンセン病患者等に関する問題（問 20） 

「ハンセン病について正しく理解されておらず、誤った認識や偏見があること」（35.5％）が最も多

く、「悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること」（23.3％）、「家族や親戚・友人等からつき

あいを拒絶されること」（19.9％）などもやや多い。 

上位項目は、令和４年度から微増か同水準で推移している。女性 30代・80歳以上、男性 30代で「わ

からない」が４割台で多いことからも、今後も正しい知識の普及・啓発を続けていく必要がある。 

 

●インターネットに関する問題（問 21） 

「他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現など、人権を侵害する情報を掲載すること」（61.1％）

が最も多く、令和４年度からも 4.8ポイント増加しており、高い水準が続いている。 

このほか、「本人の承諾無く氏名や住所といった個人情報、写真などを掲載すること」（33.3％）、「情

報の発信者が匿名の場合が多いため、被害者が救済されにくいこと」（23.1％）、「偽・誤情報（動画や画

像を含む）が流通、拡散されること」（22.5％）なども多くなっている。 

女性 30 代以下で「偽・誤情報（動画や画像を含む）が流通、拡散されること」（18～29 歳・35.4％、

30代・33.7％）が他の年代と比較して多いほか、女性 40代、男性 30代で「本人の承諾無く氏名や住所

といった個人情報、写真などを掲載すること」（女性 40代・46.1％、男性 30代・44.6％）が他の年代と

比較して多く、自身や家族などの情報が拡散されることを問題視する傾向がみられる。 

 

●インターネットによる人権侵害の防止策（問 22） 

「不適切な情報発信者に対する監視・取締りを強化し、プロバイダーや掲示板等の管理者に対して、

情報の停止、削除を求める」（49.0％）、「加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等により規制する」

（46.7％）の２つが特に多いほか、「実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対する制限を設ける」

（33.0％）、「学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する」（32.4％）、「被害を受けた人のた

めの相談・救済体制を充実する」（26.3％）なども多くなっている。 

男女とも 30代以下では、「学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する」が他の年代と比

較して多く、当事者が問題発生防止に努めていくことを求める一方で、女性 50代以下、男性 30代など

では、「加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等により規制する」ことが求められている。 

インターネットによる人権侵害は、年代により違いがみられるが、監視や取締りの強化、法令等の規

制といった制度的なものから、情報リテラシーの向上など利用者の教育、被害者の支援など、幅広い取



166 

組みが求められていることがうかがえる。インターネット上の表現は様々であり、ある表現が誹謗中傷

なのか正当な批判なのかの判断は容易ではなく、人権侵害であるかどうかの判断は裁判によって判断さ

れることも多い。一方で、情報プラットフォーム対処法により対処を行う体制は整えられつつあり、被

害を受けたとする人の訴えを受けとめ、個別に対応していくことが必要となる。 

 

●性的マイノリティに関する問題（問 23） 

「悪意のある噂を流されたり差別的言動を受けること」（34.3％）が最も多く、令和４年度から 4.6ポ

イント増加している。このほか、「性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見があるこ

と」（33.4％）も多く、理解不足から差別や人権侵害につながることを問題視する人が多いことがうかが

える。多くの項目で令和４年度から増加している。 

女性 40代で「悪意のある噂を流されたり差別的言動を受けること」（46.1％、女性 40代、50代で「性

的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見があること」（40代・42.6％、50代・45.9％）

など、女性の方が問題意識が強い傾向にある。このほか男女とも 18～29 歳で「相談できる相手が少な

いこと」（女性・34.1％、男性・35.3％）が他の年代と比較して多い。一方で、男女とも 60代以上では、

年齢とともに「わからない」が多くなっている。 

 

●ホームレスに関する問題（問 24） 

「経済的に自立が困難なこと」（49.5％）が最も多く、本人の経済的自立の困難さについて問題視する

人が多い。「通行人等から暴力をふるわれること」（23.8％）は、令和４年度から 7.1 ポイント減少し、

平成 24年度（46.2％）からほぼ半減するなど、大きく改善はしているが、そのほかの項目は令和４年度

から大きな変化はなく、引き続き問題の解消に向けた取組みを進めていく必要がある。 

男女とも 18～29歳では「わからない」が相対的に少ない傾向（女性・12.2％、男性・13.7％）にあり、

問題として認識している人が多いことがうかがえる。 

 

●犯罪被害者やその家族に関する問題（問 25） 

「マスメディアなどの報道やインターネット上での被害者特定によってプライバシーに関すること

が公表されたり、取材により私生活の平穏を保てなくなること」（57.7％）、「犯罪行為によって身体的・

精神的に被害を受け、経済的負担など長期間被害に苦しむこと」（54.0％）が５割を超えて特に多く、令

和４年度からも増加しており、被害者に対するメディアの扱いや被害を受けた後のさまざまな負担に関

して、問題意識が持たれている。 

男女ともに 40 代で「マスメディアなどの報道やインターネット上での被害者特定によってプライバ

シーに関することが公表されたり、取材により私生活の平穏を保てなくなること」で多くなっている（女

性・70.4％、男性・67.9％）。 

 

●刑を終えて出所した人に関する問題（問 26） 

「更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在していること」（38.8％）、「悪意のある噂を流さ

れたり差別的な言動を受けること」（38.3％）、「就職・職場で不利な扱いを受けること」（32.4％）が多

くなっており、令和４年度から大きな変化はない。 

多くの人が、更生しようとする人に対する、差別や偏見、不利な扱いが問題と考えていることがうか

がえる。 

 

●北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する問題（問 27） 

「身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと」（55.7％）、「拉致被害者及びその家族は一緒に

生活するという当然の権利を奪われていること」（54.0％）、「拉致被害者の家族が、拉致被害者に関する

情報を得ることができないこと」（44.0％）が多く、「身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと」
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は令和４年度から 5.8 ポイント減少したが、「拉致問題に関する国民の理解が足りないこと」（24.0％）

は 3.7 ポイント増加している。「わからない」が 16.6％と令和４年度から 3.4ポイント増加しており、

問題への関心の低下が危惧される。 

 

●災害に伴う問題（問 28） 

「避難生活の長期化によるストレスなどの二次的被害があること」（59.3％）、「避難生活でプライバ

シーが守られないこと」（54.6％）、「女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・性的マイノリテ

ィ等への十分な配慮が行き届かないこと」（54.0％）が高い割合となっており、「避難生活でプライバシ

ーが守られないこと」は、令和４年度から 2.9ポイント増加、「女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼

児・妊婦・性的マイノリティ等への十分な配慮が行き届かないこと」は 7.3ポイント増加し、関心が高

くなっている状況がうかがえる。 

女性 40代以下で「女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・性的マイノリティ等への十分な

配慮が行き届かないこと」（18～29歳・69.5％、30代・67.4％、40代・63.5％）が多く、女性への配慮

を求める傾向がみられる。 

 

●働く人に関する問題（問 29） 

「パワーハラスメント（パワハラ）があること」（49.7％）が最も多く、令和４年度から 4.0ポイント

増加しているほか、「顧客や取引先からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）があるこ

と」（22.5％）は 10.0ポイント増加し、新たな問題として認識する人が増えている。 

このほか、「同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること」（30.3％）、「非正規雇用など不安定

な雇用形態から抜け出したくても抜けられないこと」（23.4％）などが多い。 

また、男性 18～29歳で「パワーハラスメント（パワハラ）があること」は、７割近く（66.7％）にの

ぼるほか、女性 40代で「同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること」（42.6％）、女性 30代以

下「長時間労働などにより、仕事と生活の調和を保つことが難しいこと」（18～29歳・42.7％、30代・

32.6％）、「妊娠や育児・介護休業の取得等を理由とした嫌がらせなどの妊娠・出産・介護に関するハラ

スメントがあること」（18～29歳・30.5％、30代・33.7％）などが他の年代と比較して多く、男性 18～

29歳・50代で「顧客や取引先からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）があること」

（18～29歳・33.3％、50代・33.7％）が他の年代と比較して多い。 

働く人に関する問題は、年代等によって問題と考えている内容が異なる傾向にあることから、企業等

と連携しながら、年代等に合わせた啓発を進めていくことが重要といえる。 

 

●人権問題への取組みについて（問 30） 

人権が尊重されるために福岡市などの行政機関が取り組むべきことは、「幼稚園・保育所や学校にお

ける人権教育の充実」（28.1％）が最も多く、令和４年度から 3.3ポイント増加したほか、「差別や偏見

につながる慣習や社会の仕組みを改善するための施策の充実」（27.5％）も多い。このほか、「人権尊重

の視点に立って、行政運営を行うこと」（14.4％）が令和４年度から 6.9ポイント増加している。 

女性 30代で「幼稚園・保育所や学校における人権教育の充実」（38.4％）、女性 18～29歳で「人権侵

害に対する救済策の強化」（29.3％）などが多い。 

様々な取組みに対して、いずれも一定の必要性が認識されており、教育・啓発だけでなく、相談体制

の充実、救済など、幅広い対応が求められており、企業、関係機関、市民も含めて、連携を深めながら

取り組んでいくことが重要となる。 

 

●人権問題に関する情報の入手経路（問 31） 

「市政だより」（38.3％）、「インターネット上のニュースサイトや記事」（38.2％）、「テレビ」（34.0％）

などが多く、令和 4年度と比較すると、「市政だより」は 1.8ポイント増加したが、「インターネット上
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のニュースサイトや記事」は 6.4ポイント減少、「テレビ」は 14.4ポイント減少、「新聞」は 9.3ポイン

ト減少と、人権情報の入手経路は大きく変化する中で、「市政だより」は安定的な情報入手手段として定

着している。 

年代別にみると、50代以下では「インターネット上のニュースサイトや記事」、30代以下では「ＳＮ

Ｓ」、60代以上では「市政だより」「新聞」、70代以上では「テレビ」が他の年代に比べて高く、年代に

よる入手経路の違いが顕著となっている。特に、18～29 歳の若年層は、「SNS」（47.8％）が全体平均よ

りも 30.6ポイントとかなり高くなっている。 

「市政だより」は令和４年度同様高い割合であるものの、60代以上の利用が多く、若年層では少ない。

人権問題に限らず、情報収集のためのメディアへの接し方も変化していると考えられ、それぞれの年代

に合わせた情報提供のあり方を注視していく必要がある。 

人権問題への関心度別にみると、関心がある層では「インターネット上のニュースサイトや記事」「新

聞」「ＳＮＳ」「講演会、研修会」など様々な経路が多くなっているのに対し、無関心層は「特にない」

（35.0％）が関心層より 23.3 ポイント高く、関心度により情報入手の積極性が大きく異なっている状

況がうかがえる。 

 

 

●「福岡市人権啓発センター(ココロンセンター)」認知状況（問 32） 

「行ったことがある」は 2.4％にとどまり、「行ったことはないが、事業は知っている」を合わせた『知

っている』は 7.1％で、「名前だけしか知らない」でも 18.8％と、名前含め認知度は高くなく、「知らな

い」が７割以上（70.4％）を占める。 

「行ったことがある」は令和４年度から 0.6 ポイント増加したものの、『知っている』は 1.3 ポイン

ト減少している。若年層で「知らない」が多い傾向にある。 

 

●啓発活動の認知状況（問 33） 

「市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集など）」（37.7％）、「人権啓発テレビＣＭ」（28.1％）、「人

権尊重作品（標語・ポスター・作文）」（23.9％）などは多いが、「見たり、聞いたりしたものはない」も

31.7％と多い。「市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集など）」は令和４年度から 4.0ポイント減少、

「人権啓発テレビＣＭ」は 2.0ポイント減少している。 

男女とも 60代以上では「市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集など）」が多く、情報入手経路で

も多かった「市政だより」の情報が多くの人に届いている。「人権啓発テレビＣＭ」は、18～29 歳では

少ない（女性・13.4％、男性・15.7％）。男女とも 30 代以下では「見たり、聞いたりしたものはない」

（女性 18～29歳・40.2％、男性 18～29歳・62.7％、女性 30代・47.7％、男性 30代・50.0％）が多い。 

このほか、人権問題関心度別にみると、「関心がある」層で「人権尊重作品（標語・ポスター・作文）」

（34.0％）が全体平均より 10.1ポイント高く、啓発活動として注目されている。  

 

●講演会や講座への参加状況（問 34） 

１回以上『参加した』が 8.5％に対し、「講演会や講座を知っていたが参加したことはない」（30.3％）、

「講演会や講座が開催されていたことを知らない」（57.8％）が多く、『参加した』は令和４年度と同水

準だが、「講演会や講座が開催されていたことを知らない」は 6.3ポイント増加している。 

若年層ほど知られていないが、特に人権関心度別・年齢別で、人権に関心がある層でも 39歳以下では

「講演会や講座が開催されていたことを知らない」は７割を超えており（73.9％）、関心のある若年層

に、確実に情報が伝わるよう、情報入手経路の傾向に合わせた情報発信の充実が求められる。 

 

●参加したことのある講演会や講座（問 35） 

「公民館での講演会・人権講座・研修会」（50.5％）が５割を超え、主な参加講演会等となっており、
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「市民センターでの講演会・人権講座・研修会」（22.8％）などもやや多く、身近な公共の場での講演会

や講座等への参加が高くなっている。一方、「ＰＴＡや学校で開催される研修会、人権学習参観など」

（18.8％）が令和 4年度から 17.2ポイントと大きく減少している。 

 

●参加したい講演会や講座、イベント（問 36） 

「公民館や市民センターなど家から近い施設での開催」（25.9％）、「他の行事やイベントに組み込ま

れている」（23.9％）、「天神地区や博多駅周辺など、立ち寄りやすい場所での開催」（20.0％）などが多

く、自宅から行きやすいことや、他の要件のついでに訪れやすいものなど、より参加しやすい内容が求

められている。 

18～29歳は「天神地区や博多駅周辺など、立ち寄りやすい場所での開催」、「オンラインを活用し自宅

で参加（聴講）できる」（各 27.2％）、「著名人の出演」（25.7％）が多く、若年層には、イベントとして

の関心度を高めながら、気軽に参加できるような内容が効果的と考えられる。また、オンラインの活用

も、若年層などの参加へのハードルが下がるものとみられる。 

 

●人権問題についての理解を深めるために必要な啓発活動（問 37） 

「テレビ番組・ＣＭ」（41.2％）が最も多く、「市政だより、広報紙、パンフレット」（25.4％）、「メー

ルマガジンやＳＮＳ、動画投稿サイト（YouTubeなど）での発信」（21.1％）となっているが、他の啓発

活動で大きな変化がない中で、「テレビ番組・ＣＭ」は令和４年度から 10.5ポイント減と大きく減少し

ている。 

男女とも 60代以上では「市政だより、広報紙、パンフレット」、「公民館・市民センターなど、地域で

の講演会・人権講座・研修会」が多いが、女性 50代以下、男性 40代以下では「メールマガジンやＳＮ

Ｓ、動画投稿サイト（YouTubeなど）での発信」が他の年代と比較して多くなっている。 

依然として「テレビ番組・ＣＭ」が最も多いものの、割合は大きく減少しており、情報への接触行動

に変化がみられる中で、より効果的な啓発活動が行えるよう、様々なメディア等を通して、より多くの

人に伝わるよう、情報発信のあり方を検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

  



170 

 

 

 

 




